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１ 横手駅東口第一地区第一種市街地再開発事業 秋田県横手市 ／ 平成 24 年竣工 

 

（１）事業の目的 

JRה ⌐⅔↑╢ ⅝ⱦꜟה

⅝ ─ ─ ⁸

─☻Ᵽה ≤⇔≡─

─ ⁸ ─ ⌐

℮ ⁸ ─ ⌂≥

─ ⌐ ⇔⁸ ⌂ ╩ ⅔

℮≤∆╢╙─⁹ 

 
 

（２）基本データ 

所在地 秋田県横手市駅前町 横手市人口 約 9.7 万人（Ｈ26.4 末） 

規模等 地区面積：2.1ha ､敷地面積：約 20 ,831 ㎡､延床面積：18,900 ㎡（容積率：約 13 0 ％） 

事業費等 約 6 ,25 4 百万円／ 補助金 3,955 百万円（約 57 ％）、公共団体負担金 64 （約 1 ％） 

施行者 横手駅東口第一地区市街地再開発組合 

主な導入機能等 
介護付き有料老人ホーム、集合住宅、商業施設（ＳＭ、権利者店舗）、バスターミナル、銀行、公益

施設（児童センター、市民活動フロア） 等 

 

事業のポイント 

 

 
 

ה ─ ⁸ ─ ⌐╟╡ ⇔√ ╩ ∆╢√╘⁸ ⁸ ⁸

ⱱכⱶ⁸ ⱴfi◦ꜛfi ─ ╩ ∆╢ ╩ ⁹ 

ה ⌐╟╢ ─ ╛ ─

─ ⌐╟╡ ─ ╩ ╘╢↓≤

≢⁸ⱳ♥fi◦ꜗꜟ⌐ ∂⁸ ─⌂™ ╩≈ↄ╠

⌂™ ─ ─ ╩ ⁹ 

ה ⌐ ∂√ ╩ ≢ ⌂℮↓≤⌐╟

╡⁸ ◖☻♩─ ⁸ ─ ≢─ ⁸

─ ─ꜞ☻◒ ⅜ ≤⌂╡⁸

⌂ ⌐ ⁹ 

従後床面積が従前より小さいダウンサイズ型の市街地再開発事業。分棟型の施設計画（一部の底地

は分有）によって、権利者ニーズへの対応や合意形成およびリスク分散等を図ったもの。 

JR 横手駅 

施行地区 

第 1 街区 

第 2 街区 
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（３）事業スキーム 

＜権利変換計画および事業費＞ 

ה 110 ⌐ ≠⅝⁸ ≢│⁸ ─ ⅜ ≤ ╩

⇔⁸↓╣ │⁸ ─ ≤ הכⱤכ☻ה ה ─

⌐ הכⱤכ☻⁸∟℮─↓⁹ │⁸ ─ ⌐ ↕╣√ 1 ⁹ 
 

＊1 ） 平成18 年度の地方自治法改正によって、敷地に余裕がある場合、行政財産の敷地を普通財産に変えることなく貸

すことができるようになり可能となったもの。 

 

ה ≢╙⁸ ─ Ᵽ☻ ⅜

≤ ꜟ♫Ⱶכ♃☻Ᵽה ╩

⇔⁸↓╣ ─ ⌐⅔™≡ ⱦꜟ

⅜ ↕╣√⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜分棟型のメリット＞ 

ה ⌐╟╡ ─ ⅜ ⌂ↄ⌂╢℮ⅎ⁸ ה ה ה ה

↔≤─ ╩ ⇔╛∆ↄ⌂╡⁸ ⌐ ╛ ⅜ ↕╣⁸ ─

⌐╙≈⌂⅜╢↓≤⁹ 

＜業務代行方式の工夫＞ 

ה │⁸ ≤ ⌐ ⇔≡ ╩ ⇔√⁹↓╣⌐╟╡⁸ ─ ╩

↕∑╢≤≤╙⌐⁸ ─ ≤ ─◖fi♩꜡כꜟ⌐⅔™≡╙ ⅜ ↕╣√⁹ 

 

【資料】 月刊市街地再開発（500 号／Ｈ23.12 全国市街地再開発協会）、再開発パンフ、横手駅東口第一地区市街地再

開発組合 HP（http://www.yokote-east.com/yokotesaikaihatu/gaiyou.html） 
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事業のポイント 

 

 
 
 

ה ⇔√ ─ ≤ ─ ╩ ⌐

∆╢↓≤≢⁸ ╩ ╖⁸ ╩ ⅎ╢

─ ≤ ╩ ⁹ 

ה ≈─ ≢ ⌐ ⅎ∆╢↓≤⌐╟╡

╩ ⇔⁸ ╛ ─ ⌂≥⁸ כ♬─

☼⌐ ⇔√ ╩ ⁹ 

ה ה ─ ≤─ ⅜⁸ ⌐

⅝⌂ ⁹ 

２ 酒田中町三丁目地区第一種地区市街地再開発事業（中町サンタウン） 山形県酒田市 ／ 平成 18 年竣工 

 

（１）事業の目的 

ה ┼─ ╩ ⇔≡™√ ─ ⅎ╩ ⌐⅔↑

╢ ⌐ ╡ ╗╙─⁹ 

ה ⌐ ─ ─└≤≈≤⇔≡ ↕

╣√↓≤╩ ⌐ ⅜ ↕╣√⅜⁸ ─╖⁸№╢™│

─╖≢─ ⁸ │ ≢№∫√√╘⁸∕─ ⁸ ─

⌐╟╡ ⅜ ≤⌂∫√ ╩ ⌐ ╖ ╖⁸

╩ ⇔⌂⅜╠ ╩ ⁹ 

 
  

（２）基本データ 

所在地 山形県酒田市中町三丁目 酒田市人口 約 11 万人（Ｈ26.4.30 ） 

規模等 

地区面積：約 1.2ha  

敷地面積：4,300 ㎡（中町第 1 ビル）、5,300 ㎡（中町第 3 ビル） 

施設面積：約 13,200 ㎡（容積率約 231 ％（指定容積 450 ％）/ 中町第 1 ビル） 

     約 16,800 ㎡（容積率約 316 ％（指定容積 450 ％）/ 中町第 3 ビル） 

事業費等 6,702 百万円／ 補助金 2,886 百万円（約 43 ％） 

施行者 酒田中町三丁目地区市街地再開発組合 

主な導入機能等 医療施設（病院、診療所）、老人福祉施設、商業施設、住宅 等 

 

2 つの街区を一体として事業を行うことによって、権利者（医療施設、商業施設など）のニーズに応え

つつ、中心市街地における都市機能の維持・活性化を実現した再開発事業。 

病院を移転新築し、跡地に
住宅・公益施設等を整備
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（３）事業スキーム 

ה  ╩2≈⌐ ↑╢↓≤⌐╟╡⁸ ─ ⁸ ─ ≤ ◖☻♩ ⅜ ↕╣√⁹ 

ה │⁸ ⅜ ⁹ ─ ה │⁸ ─200 300 ⌐≤≥

╕╢ 1 ⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 ）再開発補助金と厚労省補助金の関係 

・ 当初は国土交通省と厚生労働省の補助相乗りは問題ないとの判断だったが、2 つの補助制度を活用した場合、補助対象

範囲を明確にする必要があった。時間的制約から補助相乗りを行なわなかった。 

・ 厚生労働省の補助金は、国土交通省の補助に比べて、一般的に補助率があまり高くなく、また早期からの申請が必要

で手続きに時間がかかるなどの特徴がある。 
 
＜病院としてのメリット＞ 

ה ∆╢╟╡╙ ─ⱷꜞ♇♩⅜№∫√⁹ ─ ⁸ ⁸

⅔╟┘ ─ ⇔⌂⅜╠ 2 ⁸ ≢ ⌐ ⁸ ה ה

─ ⌂ ⁸ ─ ה ─ ⅜ ⌐№╢⁹ 
 

※2 ）仮に施行区域を2 つに分けない場合、病院の営業確保が難しく、補償に対する膨大なコストが予想された。また、病院

が郊外移転した場合、病院の取得床（専有面積で1 万㎡余）に相当する処分先を他の用途で確保することは難しくなり、

再開発事業の成立は困難であった。 
 

＜地元商店としてのメリット＞ 

ה ─ ⌐╟╢ ≤⇔≡⁸ ☻♃♇ⱨ╛ ⁸ ⁸ ╩ ≢⅝╢─╖⌂╠

∏⁸ √⌐ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡ √⌂☻♃♇ⱨ⁸ ─ ┘ ╖⅜ ⁹ 

ה ╩ ↑╢↓≤⌐╟╡⁸ ⅜ ≢⅝ ─ ╦™⅜ ╣⌂⅛∫√⁹ 
 

＜市としてのメリット＞ 

ה ⅜ ≤⌂∫√ ≢⁸ ⌂ ─ ╩ ≤⇔⌂⅛∫√⁹ 

⁸√╕ה ─√╘─ └╤┌: ┤╣№™◘꜡fi⁸ ☿fi♃⁸כ ⁸

☿fi♃כ ╙ ╦∑≡ ∆╢↓≤≤⌂╡⁸ ≤⇔≡ ⇔╛∆™ ∞∫√⁹β

⌐ ╣┌ ≤ ─ ─Ᵽꜝfi☻⅜ ╣╢╙─≤ ⁹ 
 

 

【資料】 月刊市街地再開発（439 号／Ｈ18.11 全国市街地再開発協会）、多様で柔軟な市街地整備手法について（国交

省都市・地域整備局 http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/materials/tayou/tayou.htm）、雑誌新建築（Ｈ25.12 

別冊 ㈱新建築社）、再開発パンフ 他 
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３ 中央通り地区第一種市街地再開発事業 栃木県大田原市 ／ 平成 24 年竣工 

 

（１）事業の目的 

ה ⌐⅔↑╢ ─ ≈≤

⇔≡⁸ ⁸ ↕╣√╙─⁹ 

ה ─ │⁸ 15 ─

◘♥▫─ ∕─ ⇔√♩ꜝ▬▪ꜟ

╙ 26 ⌐ ╛ 24

─ ⌂≥⌐╟╡⁸ ─ ⅜ ╪≢

⅔╡⁸ │⁸ ╛ ─ ⁸

╕∟⌂⅛ ─ ╩ ╢↓≤≢⁸ ─

─ ╩ ∆╙─⁹ 
 
 

（２）基本データ 

所在地 栃木県大田原市中央一丁目 大田原市人口 約 7.6 万人（Ｈ25.5.1 ） 

規模等 地区面積：約 0.5 ha 、敷地面積：約 5,130 ㎡、延床面積：約 9,00 0 ㎡（容積率：約 176 ％） 

事業費等 3,908 百万円 ／ 補助金 1,000  百万円（約 26 ％） 

施行者 中央通り地区市街地再開発組合 

主な導入機能等 公益施設（子育て支援施設、地域交流施設、図書館）、商業施設、住宅、駐車場 

 

事業のポイント 

 

 

 

╡ↄ≠∟╕ה פֿ ╕∟≠ↄ╡◌fiⱤ♬כ ⅜ ≤⇔≡ 1 ╩ ⇔⁸

⌐ ∆╢ כⱤכ☻ ⱴꜟ◦▼ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ה ⌂≥╩♥♫fi♩ ∆

╢↓≤≢ ה ╦™─ ╩ ⁹ 

ה ™╦⅞⌐ה⇔╠ ─ ⌐╟╡⁸ ╛

≡ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─

╩ ≢ ⁹ 

ה ≤≤╙⌐ ⱴfi◦ꜛfi╩ ∆╢↓≤

≢╕∟⌂⅛ ⌐ ⁹ 

 

空洞化した中心市街地の再生を先導するため、施行地区内の市有地を活用しながら市が積極的に関

与（増床による公共公益床の取得等）して推進された市街地再開発事業。 
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（３）事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業収支＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜所有および管理状況＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜大田原市中心市街地のまちづくり＞ 

ה ╡ ─ ⱦꜟ │⁸ ─√╘─ ≤⌂∫√ ⅜ ╦╣≡™

╢⁹ 

ה ⱦꜟ⌐ ∆╢ ─ₐ ₑ│⁸ ה ─ ─ ╩ ⇔√ ≢№╡

╛ ≤⇔≡ ╕∟≠ↄ╡◌fiⱤ♬כ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

 

【資料】 暮らし・にぎわい再生事業事例集（国交省http://www.mlit.go.jp/crd/index/kuranigi/）、中心市街地活性化取組

事例集（H21.5内閣府 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/chukatu/jirei.html）、月刊市街地再開発（528号／Ｈ

26.4全国市街地再開発協会）、再開発パンフ、まちづくり会社HP（http://www.machikan.net/company.html） 他 

 

│⁸ ™╦⅞⌐ה⇔╠
⌐╟╡ ╩
⇔⁸ ╩  

⌐
╟╡⁸ ╡

⅜ ╩
⁹ 

│ 2 4F ╩
⇔⁸ ה

╩ ⁹↓─ ⌐ │⁸
╦⅞⌐ה⇔╠

™ ⁸

⁸
╩ ⁹ 
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事業のポイント 

 

 

 
 

ה ─ ⌐⅔™≡⁸ Ɽכ♫♩כ ⌐ ≤⌂╢ ╩ ה ∆╢↓≤≢⁸

⅛╠ ─ ≤ ─ ⌐ ╢ ⌂ ה ╩ ⁹ 

ה ⌐ ╛ ╩ ⇔√ ↑─ ╩

∆╢↓≤≢⁸ ─ ╛ ─ ⌂

≥⁸ ≢ ⌂ ─ √⌂ꜝ▬ⱨ☻♃▬ꜟ╩ ⁹ 

ה ⁸ ⁸ ⌂≥⁸ ─ ╩ ╢

↓≤⌐╟╡⁸ ⇔≡™√ ┘ ⌐ √⌂ ╦

™╩ ⁹ 

ה ⅜ ≢№╢↓≤╩ ╕ⅎ⁸ ⁸ ☿

fi♃כ╩ ⇔⁸ ─ ─ ╛ ◖Ⱶꜙ♬♥

▫ ─ ╩ ⁹ 

４ 塩尻駅南地区第一種市街地再開発事業 長野県塩尻市 ／ 平成 24 年竣工 

 

（１）事業の目的 

ה │ 57 ⌐ ⅛╠ 300 ╣√ ─

⌐ ⅜ ⁹ │⁸ ≢№╡⌂⅜╠⁸

≤⇔≡─ ☻ⱦכ◘ ⅜ ⇔⁸ ╦™⅜ ⇔⅛∫

√⁹ 

ה ─ ╩ ≡⁸ ─

⌐╟╢ ⁸ ⁸

─ ⁸ ─ ⌂≥⌐╟╡ ─ ≤⇔≡

╩ ╡ ∕℮≤∆╢╙─⁹ 
 
 

（２）基本データ 

所在地 長野県塩尻市大門八番町 塩尻市人口約 6.7 万人（Ｈ26.1 ） 

規模等 地区面積：約 0.5 ha 、敷地面積：約 3 ,833 ㎡、延床面積：約 13,109 ㎡ （容積率：約 330 ％） 

事業費等 約 4 ,10 0 百万円／ 補助金 約 700 百万円（約 17 ％） 

施行者 塩尻駅南地区市街地再開発組合 

主な導入機能等 
高齢者福祉施設（特別養護老人ホーム、グループホーム、デイケアセンター、小規模多機能型居宅介

護、住宅型有料老人ホーム）、保育園、診療所、一般賃貸住宅、地域交流交流ホール、店舗 

 

中心市街地活性化の核事業となる駅前の市街地再開発事業において、ホテル誘致が頓挫したことを

受け、急きょ方針を転換し高齢者福祉施設を誘致。県外の社会福祉法人の事業参画を得るとともに、

厚労省補助と国交省補助を組み合わせて事業を構築。 
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（３）事業スキーム 

ה 110 ⌐ ≠ↄ

⁹ 

ה ╩ ◘fiה

ⱦ☺ꜛfi ⅜ ⇔⁸ ─

╩ 2 ⅔╟┘ ⅜

⁹ 

ה ⅜ ╩ ⇔⁸ ≡

╩ ⅜ ה ⁹ 
 

＜資金調達方法＞ 

ה ⅔╟┘ ⅛╠─ ה

⌐╟╢⁹ 

ה │⁸ ⅜

⁸

╩ ⁹ 

ה ⅜ ⌐ ⇔⁸

↓≥╙ ⁸ ה

ꜟ◓ה

ⱶכⱪⱱכ ⁸

ⱱכⱶ ⁸

ⱱכꜟ ╩ ⁹ 

 

 

＜事業形態（所有・賃貸）＞ 

ה ⱦꜟ ∆═≡╩ ◘fiהⱦ☺ꜛfi⅜ ⇔⁸ ꞉▬fiⱣהכ꜠☻♩ꜝfi ⌐≈

™≡│⁸ ⌐╟╡ ⅜ ⁹↓╣ ─ │◘fiהⱦ☺ꜛfi⅜ ⁹ 

ה ≢№╢ ⱱכⱶ⅔╟┘ │≤╙⌐ ≢№╡⁸ ⱱכⱶ│⁸

≤ ─ ≤⇔≡ ☻ⱦכ◘₈√╣↕ ⅝ ↑ ₉─ ╩ √⇔≡™

╢⁹ 
 

＜施設導入の経緯＞ 

ה 20 10 ⌐ ╩ ⇔⁸ ≤≤╙⌐ ─ ╩ ⌡⁸ ─

≤⇔≡ ⌐ ∆╢ Ɽכ♫♩כ╩ 21 9 ⌐ ⁹ 

ה ⌐№√∫≡│⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ─ ≢ ∆╢

╩ ⇔⁸ Ɽכ♫♩כ╩ ⇔√⁹ 

 

【資料】 長野県資料（http://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/infra/toshi/keikaku/saikaihatsu/documents/15-03.pdf）、 

月刊市街地再開発（512号／Ｈ24.12全国市街地再開発協会）、再開発パンフ 
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５ 大門中央通り地区第一種市街地再開発事業 長野県塩尻市 ／ 平成 21 年竣工 

 

（１）事業の目的 

ה ╩ ╪∞ ⅛™ ⌐│ ⌐

⌐╟╡ ↕╣√◦ꜛ♇Ⱨfi◓☿fi♃כ⅜

∆╢⌂≥⁸ │ ─ ─ ╩

∆╢ ⁹ 

ה │⁸ ─ ⅜ ⇔⁸ ─

⁸ ⇔√ ⅝ ⅜ ∆╢⌂≥

─ ⅜ ™≡™√⁹ 

⁸╘√─↓ה ⌐╟∫≡⁸ ╦™≤

─ ╩ ╡⁸№╦∑≡ ─

─ ⁸ ─ ╩ ╢╙─⁹ 

 

（２）基本データ 

所在地 長野県塩尻市大門一番町 塩尻市人口 約 6.7 万人（Ｈ26.1 ） 

規模等 地区面積：約 0.6 ha 、敷地面積：約 4,900 ㎡、延床面積：12,000 ㎡（容積率：約 245 ％） 

事業費等 約 5,1 00 百万円／ 補助金 約 1 ,400 百万円（約 2 7 ％） 

施行者 大門中央通り地区市街地再開発組合 

主な導入機能等 地域交流施設（図書館） 等 

 

事業のポイント 

 

 
 
 

ה ─ ◓fi▫♦כꜞ╢↑⅔⌐

ⱪ꜡☺▼◒♩≤⇔≡⁸ ╩ ≤∆╢

☿fi♃⁸╘∂│╩כ ⁸

╕∟≠ↄ╡ ─ ⌐╟╡⁸ ⅔╟┘

⌐ ↑√ ─ ╩ ⇔╟

℮≤∆╢╙─⁹ 

保留床の約 90％を塩尻市が取得し、市民交流センターを整備することにより、中心市街地のにぎわ

いと回遊性の創出を図るとともに都市機能の更新、防災機能の向上を図るもの。 
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（３）事業スキーム 
 

ה ─ │⁸ ⅜ ╩ ⇔⁸ ⇔≡ ≤⇔≡ ⇔≡™√⁹ 

ה ─ ⅜ ∞∫√√╘ ╩ ∆╢ ≢⁸ ∆╢ │ ⅜ ╕⇔™≤ ⅎ╠

╣⁸ ⅜ ↕╣√⁹ 

ה ⌐⅔™≡│⁸№╦∑≡ ╩ ∆╢ ╙№∫√⅜⁸ ⌐ ⅜№∫√√╘

≤⇔√⁹ ⌐ ⇔≡│◖fiⱭ╩ ⇔√⁹ 

ה ─ │ 1,600 1,800 ≢⁸ ⌐№╢⁹ 

ה ☻Ɑכ☻⅜ ↄ⁸ ⌐ ⁸ ⁸ ⌂ ⅜ ⌂◄ꜞ▪╩ ↄ ∆╢√╘⁸ ─

⅜ ™⁹ 
 

＜土地利用の状況（従前・従後の土地利用）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜権利者数（共有者を含む）＞ 

 

 

 

 

 

 

【資料】 中心市街地活性化取組事例集（H21.5内閣府http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/chukatu/jirei.html）、長野県

資料（http://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/infra/toshi/keikaku/saikaihatsu/documents/15-02.pdf） 他 
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事業のポイント 

 

 

 

ה ⌐⅔™≡⁸ ≢│⌂ↄ⁸ ה

⌐╟╡ ↕╣√╕∟≠ↄ╡ ⅜ ⇔ ≤

╩ ⁹ 

⅔ה ⌂℮╟─∟╕─Ɽ♇꜡כꜜ⌂

╩╘↨⇔⁸ ⇔╖╛∆ↄ⁸⇔⅛╙

╣╢ ╩ ⇔⁸ ─ │

≢ ⌂ ⅜ ⇔╘╢

≤⇔≡ ⁹ 

 

６ 高松丸亀町商店街 A 街区第一種市街地再開発事業 香川県高松市 ／ 平成 18 年竣工 

 

定期借地権を設定し地価の顕在化を抑えるとともに、まちづくり会社により保留床の取得、施設運

営を実施し、まちのマネジメントに取組み。 

（１）事業の目的 

ה │ 400 ─ ╩ ⇔ ╩ ∆╢ ≢№

╢⅜⁸ⱣⱩꜟ ─ ≢ ⇔√ ⅜ ⇔⁸

─√╘ ⅜ ╡ ─ ╣ ╡ ⅜ ⁸

≤⇔≡─₈╕∟₉─ ⅜ ⇔≡™√⁹ 

♩fi♫♥⁸╘√─↓ה ╩ ∆╢√╘ ╩ ⌐

↕∑⌂™ ╖≤ ─ ⌂ⱴⱠ☺ⱷfi♩╩ ≤⇔≡⁸

╕∟≠ↄ╡⌐ ╪≢™╢⁹ 

ה ⌐ 470m №╢ ╡╩ ⅛╠ ╕≢─ 7 ⌐ ⇔⁸

⌂ ╩ ∆╢↓≤≤⇔⁸╕∏ ≢ ⁹ 

ה ⌐│ ╩ ≈─◦ꜛ♇Ⱨfi◓☿fi♃כ⌐ ≡√

ⱴⱠ☺ⱷfi♩╩ ⇔≡ ╡ↄ≠∟╕─כ♃◒☿

╕∟≠ↄ╡( ) ╩ ⇔≡™╢⁹ 
 

（２）基本データ 

所在地 香川県高松市丸亀町 高松市人口 約 4 2 万人（Ｈ26.5.1 ） 

規模等 地区面積：約 0.4 ha 、敷地面積：約 3,100 ㎡、延床面積：約 1 5 ,000 ㎡（容積率 約 480 ％） 

事業費等 6,923 百万円／ 補助金 2,817 百万円（約 41 ％） 

施行者 高松丸亀町商店街 A 街区市街地再開発組合 

主な導入機能等 商業施設 等  
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（３）事業スキーム 
 

 ＜権利変換計画＞ 

ה 110 ⌐

≠⅝ ↕╣⁸ ─ │ ─╕

╕≤⇔⁸∕─ ⌐ ⅜ ↕╣

√⁹ 

ה ╩ ∆╢↓≤≢⁸

⌐ ⅜ ↕╣∏⁸ ─ ⅜

⁹ 
 

 ＜事業実施および施設運営のスキーム＞ 

ה ╩ ⌐ ∆╢╕∟≠ↄ╡

≤⇔≡⁸ ⌐ ∆╢ ⅜

≤⌂∫≡ ⇔⁸ ( )╩

27 ─ ⁹ 

ה ( )⅜ ⁸

⁸ ╩ ⁹ 

ה ─♥♫fi♩ꜞכ◦fi◓╛

─ │⁸ ─כ♃◒☿

╕∟≠ↄ╡( ) │

95 ⁸ 5 ⌐ ⁹ 

ה ( )│♥♫fi♩ ─

⅛╠ ─ ╩ ⇔ ™√

╩ ≤ ≤⇔≡ ⌐ ⁹ 

ה ⅜ ⅜╣┌ ⅜ ⅎ ⌐ ↕

╣╢⅜⁸ ⅜ ─ │ ─

│ ∆╢ ╖⁹ 
 

＜事業収支＞ 

ה ─ 41.0 │⁸ⱴfi◦ꜛfi ≢ 11.0 ⁸ ≢ 22.6 ⁹ 

ה ( )│ ⁸ ⁸ ╡ ╣ ⌐╟╡ ⁹ 

 

 

 

 

 

 
 
 

β◖Ⱶꜙ♬♥▫ │ ≢№╡⁸ ─ ⱨ□fi♪ ─ ⁸

─ⱡfiꜞ◖כ꜡☻כfi⁸ ─ ⌐╟╡ ⁹ ☻כꜙ♬ 2007/11/03  
 

【資料】 身の丈にあった再開発事例集（都市再生機構）、月刊市街地再開発（450号／Ｈ19.10全国市街地再開発協会）他 
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事業のポイント 

 
 
 
 

ה ⌐╟╢ ⅝♥♫fi♩ ─ ꜞ☻◒─ ╛

♥♫fi♩⌐ ╦∑√ ─ ╩ ∆╢√╘⁸

╩ ≤∆╢↓≤╩ ≤⇔⁸ פfiֿכꜞ◓

⅜ⱴ☻♃כꜞכ☻ ⇔⁸

─ ⅜♥♫fi♩≤⇔≡ ∆╢↓≤≢⁸₈ ≤

─ ₉⅜ ╠╣√⁹ 

⁸√╕ה ⅜פfiֿכꜞ◓ ╛ ─

╩ ╗ ╩ ⇔ ה ⱶ≢№╡⁸כ◐☻╢∆

⌐פfiֿכꜞ◓ ∆╢ ≤ ─ ⅜

↕╣╢ ↓≤ ╩ ∆╢√╘⁸ ☻◐

ⱶכ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

⁸╡╟⌐╣↓ה ─ ╩ ╡⁸ ∆╢ ⌂

ה ╩ ∆╢ ≢№╢⁹ 

 

７ 高松丸亀町商店街 G 街区第一種市街地再開発事業 香川県高松市 ／ 平成 24 年竣工 

 

地権者出資法人の資金調達に際して信託スキームを導入し、市街地再開発事業を事業化。 

（１）事業の目的 

ה ≢│ 100 ╩ ⅎ√ ≠ↄ

╡─ ╩ ╘⁸ 470 ─ ╩ ─ ⌐

↑⁸∕╣∙╣─ ⌐ ╩ √∑╢ ╩ ⁹ 

ה ─ │⁸ ─ ─╒╓ ⌐

∆╢↓≤⅛╠⁸ ─ ⌐╟╡⁸

⁸ⱱ♥ꜟ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⌂ ╩ ↕∑

╢╒⅛⁸ ╩ ∆╢↓≤≢ ≢─

╩ ∆╙─⁹ 
 
 

（２）基本データ 

所在地 香川県高松市丸亀町 高松市人口 約 4 2 万人（Ｈ2 6.5.1 ） 

規模等 地区面積：約 1.2 ha 、敷地面積：約 8 ,8 00 ㎡、延床面積：約 37 ,5 00 ㎡（容積率 約 420 ％） 

事業費等 15,100 百万円／ 補助金 5,900 百万円（約 39 ％） 

施行者 高松丸亀町商店街 G 街区市街地再開発組合 

主な導入機能等 商業施設、ホテル、住宅、駐輪場 等 
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（３）事業スキーム 

ה ⌂ ⱷ♬ꜙכ╩ ⇔≈≈⁸ ⱶכ◐☻ ╩ ⌐ ⇔ ⅜ ↕

╣√⁹ ⱶכ◐☻ ─ⱷꜞ♇♩│ ⌐ ≢№╢⁹ 

 

 

 

 

ה fiכꜞ◓ ⅜₈ ─ ₉≤₈ ─ ≤⇔≡ ₉╩ ⌐

1 ∆╢↓≤≢⁸ ─♥♫fi♩Ⱶ♇◒☻≤ ה ─ ╩ ∑√ ─

⌂ ⅜ ╠╣≡™╢↓≤⅜ ⁹ 
 

＊1 ）丸亀町グリーン株式会社は、住宅及びホテルを除く保留床（駐車場・駐輪場、商業床の増床）を購入。権利床（商業床）

については、権利者との賃貸借契約によって運用を担うスキーム。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁸⅔⌂ה ⌐ ─ ╩ ⁹ 

①戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金 

⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢

│  

②香川県中心市街地等活性化支援事業費補助金 

─ ≢ ╡⌐№∫√

⌐ ∆╢  

③高松市中小企業振興補助金 

⁸ ─ ⌐ ∆╢  

④都市開発資金 

⌐ ∆╢ ╩ ≤⇔

√  

⑤街なか居住再生ファンド 

⌐╟╢  

 

 

 

【資料】 月刊市街地再開発（508号／Ｈ24.8全国市街地再開発協会）、再開発パンフ等他 

 

ה │⁸ fiכꜞ◓ ⅛╠ ⱦꜟ

⅜ ╩ ⁹ 

ⱱ♥ꜟ│⁸ה Ɫ►☻ ⅜ ⇔⁸ ♄

▬꞉꜡▬ꜘꜟ ⌐≡ ⁹ 

ה ⁸ │⁸ fiכꜞ◓ ⅜ ⁹ 

fi♃◘▬◒ꜟ⌐≈™≡│⁸꜠ה ⌐≡ ⁹ 

・増床を含む地権者の権利床について、民事信託会社へ信託することで、「二重課税（丸亀町グリーン株式

会社に対する法人税と地権者の所得税）」の回避が可能となること 

・地権者個別の増床資金の調達が困難な場合（抵当権者の合意を得られない場合も含む）、民事信託会社が

受託した資産を担保とすることで、地権者に代わる一括の資金調達が可能となること 
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事業のポイント 

 

 

 

ה 36 ⌐ ⌐╟╡ ↕╣√ ─

ⱦꜟ│⁸ │ 89 ⌐╟╢ ⁸ │

93 ─ ≢№╡⁸⅛≈⁸ ╩ ╗ 167 ─

⅜ ⇔ ⅜ ≢№∫√⅜⁸ ─

⌐╟╢↓≤≢ ₁ ╩ ⁹ 

ה ⌐⅔↑╢ ─ ╛ ─ ─

─ ⁸ ⅛╠ ⱦꜟ ┼─☻ⱶכ

☼⌂ ⁸ ⌐≈™≡─ ─ ≤

⌂≥╩ ⌐⁸ ⅜ ↕╣√⁹ 

ה ─ ⅛╠ ⱦꜟ ─ ╕

≢╩ ≈─ ≢ ℮↓≤≢⁸ ⅛╠ ☻꜠ⱶכ◦┼

⌐ ⇔√⁹ 

ה ⌐ ⇔≡⁸ ─╕∟ ╛

─ ╩ ⁹ 

８ 東桜町地区第一種市街地再開発事業（アイネス福山） 広島県福山市 ／ 平成 23 年竣工 

 

（１）事業の目的 

ה ─ ≤⌂╢ ─⁸ ⱦꜟ₈

ⱦꜟ₉⅜ ⌐ ∫≡⅔╡⁸ ה ─ ╩

ⅎ≡™√⁹ 

ה ─ ─√╘⁸ ─ ⅜ ╘╠╣√↓≤⅛

╠⁸ ⌐╟╡ ─ ╩ ∫√⁹ 
 
 

（２）基本データ 

所在地 広島県福山市東桜町 福山市人口 約 23 万人（Ｈ26.1.1 ） 

規模等 地区面積：約 1.0 ha 、敷地面積：約 5,600 ㎡、延床面積：約 39 ,00 0 ㎡（容積率：約 690 ％） 

事業費等 12,546 百万円／ 補助金 4,185 百万円（約 33 ％） 

施行者 福山駅前開発(株) 

主な導入機能等 商業施設、住宅 等 

 

 

 

再開発会社が床運営会社として保留床を取得するとともに、権利床を一括賃借することで、長期的

に安定した賃貸事業を担保し再々開発の事業化に寄与。 
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（３）事業スキーム 

ה │

111 ⁹ 

ה │⁸ ≤⇔≡

⌐ ⇔⁸ ╡─ ⁸

⁸ ⁸ ─

│⁸ ≢№╢ פֿ

⅜ ≤⇔≡ ⇔√⁹ 

ⅎ≢⁸℮─⧵ה ⁸│פֿ

⅛╠ ╩

⇔⁸ ♥♫fi♩┼ ◘Ⱪ

☻כꜞ ⁹↓╣⌐╟∫≡⁸

─ ⌂ ≤ ─

─ ⅜ ╠╣≡

™╢⁹ 

ה ╢╟⌐פֿ │⁸ ╕≢│ ─ ⌐╟╢⁹╕√⁸ ⌐ ⇔≡

│⁸ ─ ⌐╟╢ ╛ ─╕∟ ╩ ⇔⁸

⌂ ─ ⌐ ↑≡ꜞ☻◒─ ⅜ ╠╣√⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 月刊市街地再開発（432号／Ｈ18.4、455号／Ｈ20.3全国市街地再開発協会）、再開発ビルの再整備事例集（再
開発協会 http://www.uraja.or.jp/special/news/110704/doc/jireishu.pdf）、再開発パンフ、 
民間事業者HP（http://www.ria.co.jp/news/review/vol23.html） 他 

福山駅前開発㈱[再開発会社] 福山駅前開発㈱[床運営会社]

事業費

補助金

国、広島県
福山市

処分型
保留床処分金

保有型
保留床処分金

残留権利者

特定業務代行者
他

業
務
遂
行

支
援
・
指
導

権
利
変
換

特定事業参加者

住宅

特定分譲譲受人

ホテル等

（平成17年11月～平成24年3月） （平成23年1月以降を予定）

権利者株主

シンジケート団

店舗
事務所

駐車場等

借入金

資本金

融資

店舗
テナント

事務所
テナント

福山市
[都市開発資金]

駐車場等
テナント

一般
エンドユーザー

ホテル等
テナント

MINTO機構

賃貸

市街地再開発事業の施行期間 供用開始後

残留権利者

店舗

出資

賃
借

賃貸

賃貸

賃貸

一般分譲

共同ビル建設
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 ９ 多賀城北地区第一種市街地再開発事業 宮城県多賀城市 ／ 平成 28 年竣工 

 

（１）再開発事業の意義・目的等 

ừ ⌐⅔↑╢⁸ ─

─ ≤⇔≡─

⁹ 

ừ ⁸ ⁸ ≡⁸

⌂≥⁸ ⌂ ─ ⌐╟╡⁸ ™

─ ₁⅜ ℮ ≠ↄ╡⌐╟╡ ╦™╩

∆╢≤≤╙⌐⁸ ╩ ⇔

ⱦꜟ╛ ─ ╩ ╢╙─⁹ 
 

（２）基本データ 

所在地 宮城県多賀城市中央一丁目 多賀城市人口 約 6 .2 万人（Ｈ2 8 .8 ） 

規模等 地区面積：約 1.0 ha 、敷地面積：約 7 ,915 ㎡、延床面積：約 18 ,351 ㎡（容積率：約 207 ％） 

事業費等 6 ,770 百万円 ／ 補助金 2,800  百万円（約 41 ％） 

施行者 多賀城駅北開発株式会社 

主な導入機能等 
A 棟：図書館、店舗（書店、カフェ、レストラン、コンビニ）、B 棟：歯科診療所、老人デイサービ

スセンター、保育園、子育てサポートセンター、高齢者向けサービス付き住宅、駐車場棟：駐車場 
 
＜公益施設の概要＞ 

ừ 4,381 ⁸ 22 ⁸ 400  

β ≤ ─ │⁸◄fi♩ꜝfi☻꜡ⱦכ─ ≤

∆╢ 3 ⅝ ↑≤⌂∫≡⅔╡⁸ ⅝ ↑⌐ ∆╢

─ ─ ╩ ⅜ ℮⁹ 

ừ 665 ⁸ ≡◘ⱳכ♩☿fi♃כ 699  
 

（３）公益施設の導入の効果等 

ừ 26 ─ ─ │ 8 ≢№∫√⁹ ⱦꜟ○כⱪfi ─ ─

╙ ╘√ │ 144 ≤⌂∫≡⅔╡⁸ 18 ─Ɑכ☻≢ ↕╣≡™╢⁹ 

ừ ─ ≡◘ⱳכ♩☿fi♃כ╙ 27 ─ │ 12 ↓≥╙ ≢⁸

55 ≢№∫√⅜⁸ ┼ │⁸ 110 130 ≤ ⇔≡™╢⁹ 

事業のポイント 

 

 

 

ừ ≤ ─ ▼ⱨ◌ה ─ ╩ ⌐ ⇔⁸ ─ ╩ ⌐ ↑

⌂⅜╠╙⁸ ─ ≤ │ ≢№╡⁸ ⌐≤╡ ─ ╩ ⅎ√ ⌂

≤⇔≡ ⌂╙─≤⌂∫√⁹ 

ừ ⁸ ≤ ─ ≡ ≡◘ⱳכ♩☿fi♃כ ╩ ⱨ꜡▪⌐ ⇔≈≈⁸

⌐ ≡ ─ ⇔⁸ 

╩ ⁹╕√⁸ כ◘▬♦

ⱦ☻⁸◘ ╩№╦∑≡ ⇔⁸ ⌐

╟╢⌐⅞╦™╩ ⇔√ ⁹ 

ừ ─√╘⁸ ╩ ╪∞ ─

╩ ⌐ ⁹ 

 

官民連携により公益施設を核とした複合的な施設整備を行った事業。賑わいづくりを安易な商業施
設や集合住宅に求めず、地区の特性や市民ニーズを理解した上で、公共施設の再編等とあわせ、面
的なまちづくりの一つとして会社施行による再開発事業を実施。 

【図書館】 【カフェ・書店より吹き抜け】 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）公益施設の整備について 

＜地方都市リノベーション事業＞ 

ừ │⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ≡ ╩ ∆╢ ≢№╢↓≤⅛╠⁸

─ ꜞⱡⱬכ◦ꜛfi ╩ ⇔√⁹ ⌐⅔↑╢ ⅜

1.35 ⌐⌂∫√╒⅛⁸ ⁸ ─☻ⱦכ◘▬♦⁸ ─ ⌐ ╩ ⇔√⁹ 

＜保育所等整備交付金＞ 

ừ ⌐ ⇔√ ⌐≈™≡│⁸ ─ ─ ╩ ↑√ ─

≤ ⇔⌂™ ⌐≈™≡ ⁹ 

＜福祉医療機構の融資＞ 

ừ ─ ⌐⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝√⁹ 
 

（５）権利変換モデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）その他 

多賀城駅北開発（株）の店舗床の取得費について 

ừ ─℮∟⁸ ⌐≈™≡│⁸ ≢№╢ ⅜ ⇔√⁹ 8 ─

⌐ ⇔≡│⁸ ╩ 2.6 ∆╢≤≤╙⌐⁸ 4.3 ⌐≈™≡⁸ ⁸

⁸ ⌐╟╢ ─ ╩ ≡√⁹ 

ừ ↓╣⌐ ⅎ⁸ ꜞⱡⱬכ◦ꜛfi ⅜

╠╣√↓≤⌐╟╡⁸ ─⌂™ ─ ⅜

≤⌂╡⁸ ─ ⇔√ ⅜ ≤

⌂∫√⁹ 

 

再開発ビルのボリュームについて 

ừ ♬כ☼ ⌂≥╩┤╕ⅎ⌂⅜╠⁸ ⌐┤↕╦

⇔™ ⌂ ⱦꜟ─ ╩ ╘⁸ ─

⌐№∫√Ⱳꜞꜙכⱶ≤⇔≡™╢⁹ 

ừ ∕─ ⁸ 400 ⌐ ⇔≡ ─

207 ─ ≤⌂∫√⁹ 

 

＜再開発ビル竣工まで事業の一般会計＞ 

ừ ⌐ ⌂ ⌐≈™≡│⁸ ─ ─ ⁸ ─ ⌐╟╡ ∫≡⅔╡⁸

⌐ ⅛╠ ╩ ↑ ╩ ⁸ ╕≢│ ⅛╠─ ≤ ─

™⌐╟╡ ∫√⁹ 
 

【資料】 土地活用モデル大賞資料、再開発パンフ など 
 

A 棟 B 棟 駐車場棟 
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事業のポイント 

 

 
 
 

ה ⅜ ⇔≡™╢ ≢⁸ ─

╩ ™╢↓≤⌐╟╡⁸ ╩

⇔≡ ⌂ ╩ ⇔≈≈⁸ ─

╩ ⌂℮↓≤⌐╟╡

─ ╩ ⁹ 

ה ⌐│⁸ ╩ ⇔≡™╢

╩ ⌐

∆╢≤≤╙⌐⁸ ╩ ⇔⁸

⌐ ∆╢ ─

╩ ≤∆╢↓≤≢⁸ ⌐

╟╠∏ ⌂ ╩ ⁹ 

１０ 御徒町駅南口西地区土地区画整理事業 東京都台東区 ／ 平成 22 年竣工 

 

道路で分断された街区を一体化し、高度利用を実現するとともに、街区を分断していた道路を、換

地手法で駅前広場に集約・付替え。 

（１）事業の目的 

ה ⌐│ ─ ™ ⅜ ╡⁸ ╩

∆╢ ≢─ ≤⌂∫≡™√⁹ 

ה ⌐ ⇔™ ─ ≤⁸

─ ─ ⌐╟╢ ╩ ⇔√

ה ─ ╩ ⌐ ╩ ⁹ 

 

 

 

 

（２）基本データ 

所在地 東京都台東区御徒町 台東区人口 約 19 万人（H26.4 ） 

規模等 施行地区面積：約 1.1ha  

事業費等 390 百万円 ／ 補助金なし（0 ％） 

施行者 御徒町駅南口西地区土地区画整理組合 

主な導入機能等 駅前広場、駐車場 等 
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（３）事業スキーム 

ה 18 ─ ⱦꜟ ╩⅝∫⅛↑⌐⁸ ╩ ⌂ ≤∆╢

⅜ ↕╣⁸ 19 ⌐│⁸ ─ ⁸ ─ ╩ ⌂™⁸ ─ ─

⅜ ⁹ ─ ⌐≈™≡│⁸  ⱪfi⇔√⁹כ○⌐ 11 24

ᵑ ─3 ─ ╩ ─ ≤ ⇔⁸ ─  916.27 ≤⇔√⁹ 

ᵒ ─ ⌐ ∆╢ ≢⁸ ─  

757.87 ╩ ≤⇔≡ ⇔⁸ ╩ ⇔

≡ ─ 1,670 ≤⇔√⁹3 

─ ↕╣√ │∆═≡ ⌐⌂╡⁸ ≢

↕╣√ ≈─ ╩└≤≈⌐ ⇔√⁹

│⁸ ⇔≡™√ ╩ √⌂

⌐ ⇔√⁹ 

ᵓ ≤⇔≡│⁸ ─ ⌂⇔≢ ─ ⅜ ⇔⁸ │ ─ ⅜ ™√

╘⌐⁸ ⌂ ⌐ 460 ⅜№∫√╙─⅜ 800 ╕≢─ ⅜

⌐⌂∫√⁹ 

ᵔ ⌐╟╡⁸ │ ⅝ↄ ⅜∫√⅜⁸ ─ ⁸ ─ ─

⌐ │⌂™⁹╕√⁸ ╩ ↑∏⁸ │⁸ ⅛╠─ ╩ ↑≡™⌂™⁹ ─ │⁸

∆═≡ ─ ≢╕⅛⌂╦╣√⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 まちづくり推進のための大街区化活用にかかる執務参考資料（H26.3 国交省都市局）、多様で柔軟な市街地整

備手法について（国交省都市・地域整備局 http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/materials/tayou/tayou.htm）、 

台東区職員論文（http://www.uit.gr.jp/members/thesis/pdf/honb/365/365.pdf） 
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１１ 鹿児島市中町土地区画整理事業 鹿児島県鹿児島市 ／ 平成 25 年竣工 

 

事業のポイント 

 

 
 

ה ⅛╠ ↕╣√ │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ╩

∫√℮ⅎ≢⁸∕╣╠─ ╩ ⅔╟┘ ≢ ∆╢ ≢№∫√⁹ 

ה ⁸ │⁸

≤⇔≡ ↕╣≡™╢↓

≤⅛╠⁸ ⇔√ ╩

≤⇔≡ ∆╢√

╘⁸ ╩

≤⇔≡ ⁹ 

ה ─ │⁸

⌐╟╡⁸ ┘ ─

≤ ⁹ 

ה │⁸ ─

≤⇔≡ ⁹ 

道路廃止により大街区化を図り、百貨店の更新を実現するとともに、新たなにぎわい空間として、

イベント広場などを整備。 

（１）事業の目的 

ה │⁸ ⌐╟╡ ─

⅜⌂↕╣√ ⌐⅔™≡⁸ ─ ה ⁸▬

ⱬfi♩ ─ ⁸ ╩ ⇔√ ─

⌂≥⌐⅞╦™≤ ™─№╢ ╩ ╘⁸

─ ╩ ╢╙─⁹ 

ה ─ ⌐№╦∑⁸ ┘ ─

╩ ⁹ 

 

（２）基本データ 

所在地 鹿児島県鹿児島市中町 鹿児島市人口 約 61 万人（Ｈ26.4.1 ） 

規模等 施行地区面積：約 1.2ha 、延床面積：約 48 ,000 ㎡（増築後） 

事業費等 約 221 百万円／ 補助金なし（0 ％） 

施行者 株式会社山形屋 

主な導入機能等 商業施設 等 
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（３）事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜歩行者空間の整備について＞  

ה ⇔ ≤∆╢

⌐│⁸ ≢ ≢⅝

⌂™ ⅜№∫√↓≤⅛╠⁸∕

╣╠╩ ∆╢√╘⌐

╩ ⇔√⁹ 

 

 

＜市道廃止について＞ 

ה ⌐№√∫≡│⁸

ה ⁸ ─

╩ ╠⌂™√╘⁸

─ ⁸ ─

─4 ﬞ

⌐╟╡⁸ │

2 ﬞ ⌐ ⁸

⁸ ─

┘ ⌂≥─

╩ ∫√⁹ 

 

【資料】 まちづくり推進のための大街区化活用にかかる執務参考資料（H26.3 国交省都市局）、多様で柔軟な市街地整

備手法について（国交省都市・地域整備局 http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/materials/tayou/tayou.htm）、 

月刊区画整理（Ｈ19.10 街づくり区画整理協会）、鹿児島市の土地区画整理事業（H25.4 鹿児島市建設局都市計

画部）、鹿児島市職員論文（http://www.uit.gr.jp/members/thesis/pdf/honb/289/289.pdf） 

 

公共用地

市有地の換地

民地の換地

大規模商業施設

大規模商業施設所有
の土地（倉庫等）

宅地（市有地）

敷地内通路（管理協定）

換地での土地の入替え

都市計画・管理協定に
よる公共機能の担保

公共用地

宅地（民有地）

宅地（市有地）

宅地（民有地）

立体通路

（都市計画決定）

廃道により普通財産
（宅地）化された市有地

敷地内広場（管理協定）

大街区化

市有地の集客施設

施行前 施行後
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事業のポイント 

 
 
 
 
 
 

ה ╛ ╩ ⅜₉פֿ◙ꜝⱪꜟכ●○₈╢∆≥ ╩ ⇔≡ ╩ ⇔⁸ │ ─

╩ ⁸ ☿fi♃כ ≤⇔≡ ™ ∫√⁹╕√⁸ ה ⌐│

♥♫fi♩ ⁸ ה ◒ꜞ♬♇◒⁸ ⌂≥ ┘ ─ ≡ ☿fi♃כ ⅜

⇔√⁹ 

ה │ ⅜ ⇔⁸ ⅜₉פֿ◙ꜝⱪꜟכ●○₈⌐

╩ │₉פֿ◙ꜝⱪꜟכ●○⁹₈ ∆╢ ♥♫fi♩≤

─ ─ ⅛╠ ╩ ╢↓≤≢⁸ ⇔√ ה ╩

℮⁹ 

ה ─ⱳ▬fi♩│⁸♥♫fi♩⅜ 100 ⇔√ ≢ ⌐

⇔√↓≤⁹ ⅛╠⁸ ╩ ∟ →⁸ ∆╢♥

♫fi♩─ ╛ ╩ ╖ →⁸ ⅜ ≤∆╢

─╖╩ ∆╢ ╩ ╪∞⁹ ≢ ╩ ≢⅝╢

╡╩ ⇔√ ≢⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ─◖fiⱭ

⌐ ∫√⁹ 

 

１２ 紫波中央駅前都市整備事業（オガールプロジェクト） 岩手県紫波町 ／ 平成 21 年竣工 

 

町有地を活用した公民連携事業。財政負担の最小化と住民サービスの最大化を目指し、 公民が出資

して設立したＳＰＣが、民間施設と公共施設（図書館・地域交流センター等）を併せた施設を建設。 

（１）事業の目的 

ה │ ⌐ ─ 10.7ha╩ ⇔√⅜⁸

10 ⌐╦√╡ ─ ≢№∫√⁹∕─ ⌐≈™

≡⁸ ⌐╟╡ ⁸ ╩ ⇔≡

╩ ⇔╟℮≤∆╢╙─⁹ 

ה ⁸ ≡ ☿fi♃כ ≤ ♥♫fi♩

⁸◒ꜞ♬♇◒⁸ ⅜ ╢ ○

◙ꜝⱪꜟכ● ╩ ⁹ 
 

（２）基本データ 

所在地 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前 2 丁目 紫波町人口 約 3.3 万人（Ｈ22.10.1 ） 

規模等 敷地面積：約 5,600 ㎡  延床面積：約 5,800 ㎡ 

事業費等 1,095 百万円 

施行者 オガール紫波㈱、オガールプラザ㈱、紫波町 

主な導入機能等 子育て支援施設、図書館、商業施設（産直）、飲食店、学習塾、医療施設、事務所 等  
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（３）事業スキーム 
 

ủ ─ ≤ ⌐╟╢ ⌂  

ч ⅜ ⇔⁸ ꜟכ●○─ ╩פֿ ─ ♩fi♫♥ה ה ☻◐

─ⱶכ ⁹ 

ш │ⱪ꜡☺▼◒♩ⱨ□▬♫fi☻⁹ 

щ ╩פֿ◙ꜝⱪꜟכ●○─ ה ⅔╟┘ ⁹

₈╕∟ ₉⁸ ꜟכ●○⁸ ⅜פֿ ─◙ꜝⱪꜟכ●○ ⇔

√╒⅛⁸ ╙ ⁹ 

ъ ⅜פֿ◙ꜝⱪꜟכ●○ ⱪꜝ◙─₈ꜟכ●○√⇔ ₉ ╩⁸

╩ ⇔≡ ⅜ ⁹ 

ủ │○●כꜟⱪꜝ◙ֿפ≤ ╩  

ч ─◙ꜝⱪꜟכ●○ │⁸ ⌐ ╩ ⁹ 

ш ─ │⁸ ≢ ⇔ ↑⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 民間主体による公共施設と民間施設との合築等の整備推進方策検討調査（H24.3 国交省都市局） 

暮らし・にぎわい再生事業事例集（国交省 http://www.mlit.go.jp/crd/index/kuranigi/）、 

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業事例集（H26.2 内閣府 http://www8.cao.go.jp/pfi/jireisyu_database.html）、 

紫波町資料、大槌町及び陸前高田市報告書 
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事業のポイント 

 

 
   

ה ─ ⌐│ ⅛╠ ⅜ ⁹ 

☻ⱦכ◘ה ⅝ ≤ ⁸ ☻ⱦכ◘▬♦ ⁸ ≡ ⌂≥─ ≤⁸

♥♫fi♩≤ ⌂ ☻Ɑכ☻⌂≥─ ─ ╩ ⁹ 

 

１３ とおかまち地区 地方都市リノベーション事業  新潟県十日町市 ／ 平成 27 年度等竣工（予定） 

 

（１）事業の目的 

ה ⅜ ∆╢ ⌂ ≈─ ⌐⅔™≡⁸ ⅛╠─ ╩ ⇔⁸ ↕╣√ ⅜⁸

ꜞⱡⱬכ◦ꜛfi ╩ ⇔√ ╩ ⌂℮╙─⁹ 

⅛⌂∟╕ה ─√╘─ ≤ ≡ ╛ ♦▬◘

─☻ⱦכ ─ ⁸⅔╟┘⁸

─ ╛ ─ ∆╢ ╛ ─ ≢⅝╢

№╢ ─ ─ ⁹ 
  

（２）基本データ 

所在地 新潟県十日町市本町 十日町市人口 約 5.8 万人（Ｈ26.4 末） 

規模等 
旧田倉跡地活用事業 敷地面積：約 2,200 ㎡、施設面積：約 5,000 ㎡ 

旧娯楽会館跡地活用事業 敷地面積：約 1,700 ㎡、施設面積：約 500 ㎡ 

事業費等 
旧田倉跡地活用事業     1,280 百万円／補助金 506 百万円（約 40 ％） 

旧娯楽会館跡地活用事業   2 45 百万円／補助金 161 百万円（約 66 ％） 

事業者 

旧田倉跡地活用事業 （仮）ファイン・テン（特定目的会社設立申請中）（(株)村山土建・本町クリニ

ック・(社)妻有福祉会・(有)ミヤコウドリーム・(株)エフエムとおかまち ５社

の共同事業体） 

旧娯楽会館跡地活用事業 ㈱フジタ 

主な導入機能等 老人福祉、子育て支援施設、医療施設、商業施設、住宅 等 

 

 

 

中心市街地において、市が取得した大型商業施設の 2 つの跡地活用について、民間事業者を公募し、

事業者選定後に具体的な計画策定に向け官民の調整を重ねる協議型方式を実施。 
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（３）事業スキーム 

＜旧田倉跡地活用事業＞ 

ה ⅜ ∆╢ ⇔√ ─₈ ₉⌐⅔™≡⁸ ⅜ ╩ ∆╢╙─⁹

☻ⱦכ◘│ ⅝ ≤⇔⁸ ─ⱨ□Ⱶꜞכ ↑ ─ ╙ ⁹↓╣╠

⌐ ה ⁸ ≡ ⁸ ╩ ⇔⁸↓╣╠╩≈⌂← ╙ ↑⁸◄ⱨ◄ⱶ≤⅔⅛╕∟─

◘♥ꜝ▬♩ ╙ ∆╢⁹ 

⁸⅔⌂ה ☻ⱦכ◘▬♦ │⁸↓╣╕≢ ⌐ ⅜↕╣╢ ⌐№∫√⅜⁸ ⅜ ∆╢

┼ ∆╢↓≤⌐╟╡ ⌂≥⌐ ╢◖☻♩╩ ⁹╕√⁸ ≤ ⌐ ↕╣╢

↓≤⌐╟╢⁸ ─ ☻ⱦכ◘─┼ ≤ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

ה ─ ─ ⌐⁸ ⅜ ≤⌂∫≡™╢₈ ≡ ☿fi♃₉כ╩ ─

⇔⁸ ─ ≤ ╩ ╢⁹ 

＜旧娯楽会館跡地活用事業＞ 

ה ⅜ ∆╢ ⇔√Ⱳכꜞfi◓ ╛ ⅜ ⇔≡™√₈ ₉⌐│⁸ ⌐╟

╢ ─ ╛ ╩ ⇔⁸ ╛ ─ ≢⅝╢ №╢ ≠ↄ╡╩◖fi☿ⱪ♩≤⇔√

╩ ⇔√ ╩ ∆╢⁹ 

─↓ה │⁸ ─ ה─╙⅝ה ה ⌂≥╩⁸ ─ ה ╩ ∆╢

≤⌂╢⁹ ⌐ ─ ╩ ⇔√ ╩ ⁹ 

ה ─ ⌐│ ─ ╛ ╩ ה ∆╢☻Ɑכ☻╩ ↑╢≤≤╙⌐⁸ ⌐⅔™≡╙

─ ╩ ╘╢ ╛ ─♦◙▬fi╩ ⅛⇔√꜠☻♩ꜝfi╛ ⅜ ∆╢♥♫fi♩⅜

∆╢ ⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 都市再生整備計画 他 
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１４ 新浦安駅前複合施設整備運営事業 千葉県浦安市 ／ 平成 18 年竣工 

 

事業のポイント 

 

 
 

ה │⁸12 ─ ⅛╠⌂╢ ╩ ≤⇔√ PFI ≢№╢⁹ 

ה ⌐ ∆╢ │ ⌐ ╪∞⅜⁸ ⅛╠ ╢ⱪ꜡☺▼◒♩♅כⱶ╩ ⇔≡

╡ ╪∞↓≤⌐╟∫≡⁸ ╠╣√ ─ ≢ ⌂ ⅜ ╠╣√⁹ 

ה ─ ⌐╟╡⁸

╛ ─ ⁸

╣√ ╩ ∆╢☻♃☺

○⁸ ─ ─ ⌂

≥ ₁⌂ ≢ ⅜ ↕

╣≡™╢⁹ 

ה ⅜ ה ⇔√

─ ▬ⱬfi♩─

⌂≥⁸ ─ⱷꜞ♇♩╩

⅛⇔√ ⌐╟╢ ⅜

⌂↕╣≡™╢⁹ 

（１）事業の目的 

ה ⅜₈ כ♃ⱦ☻☿fiכ◘ ₉≤⇔≡ ⇔√ ⌐⅔™≡⁸ ⌂ ╩

∆╢≤≤╙⌐ ☻ⱦכ◘ ─ ⁸ ─ ─ ⁸⌐⅞╦™─№╢ ╩ ╢⁹ 

 
 

（２）基本データ 

所在地 千葉県浦安市入船 1 - 2 - 1  浦安市人口 約 16 万人（Ｈ26.4 末） 

規模等 敷地面積：約 15,000 ㎡、延床面積：約 7,400 ㎡ 

事業費等 6,500 百万円 ／ 補助金 不明 

施行者 新浦安駅前 PFI 株式会社 

主な導入機能等 複合施設（行政サービス施設、子育て支援施設、市民交流施設など 12 施設） 

 

市有地における 12 の機能が複合する施設の整備・運営に係るＰＦＩ事業。 
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（３）事業スキーム 
 

ה ─ ⌐⅔™≡⁸ ╛ ⁸ ☿fi♃כ⌂≥─ ╩ ⌐ ∆╢

PFI ⁹ 

ה 18 4 ⌐ ⅜ ↕╣⁸ │ 21.5 1.5 ╗ ⁹ 

─≈2ה *1 ─ ∑ ╩ ∆╢ ╩₈ ₉─ ⁸ ╙

╘√ ╩₈ ₉─ ≤⇔≡ ⌐╟╡⁸ ꜞ☻◒─ ⌂ ╩ ∫√⁹ 
 

＊１）PFI 事業の事業類型 

サービス購入型：地方公共団体が民間事業者へお金を支払う形態 

独立採算型：地方公共団体が民間事業者へお金を支払わず、利用者が料金を支払う形態 

混合型：サービス購入型と独立採算型を合わせた形態 
 

＜PFI 手法を採用したことの評価＞ 

ᵑ ╛ ─ ⌂≥ ₁⌂ ─ ─  

ה ─ ⌐╟╡⁸ ₁⌂ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

ה ⌐⁸ ─ ┘ ⌐ ↕╣√ │⁸ ↄ─ ⅜ ⅝ ℮ ⌐⅔™≡ ⌐ ⅎ╢

⅜ ⅝ↄ⁸ ⌐ ⇔√ ⌂ ─ ≤⇔≡⁸ ╛♥꜠ⱦ⌂≥ ↄ─ⱷ♦▫▪⌐

╙ ╡ →╠╣╢╒≥─▬fiⱤ◒♩⅜№∫√⁹ 

⁸√╕ה ⌐│ ─ ╛ ⅜ ↕╣⁸ ⇔√ │ ─ ─

─ ⌐ ↕╣╢⌂≥⁸ ⌐╛↕⇔™ ◄Ⱡꜟ◑כ ≤⌂∫≡™╢⁹ 

ה ⅎ≡⁸ ─ ⌐╟∫≡│⁸ ≢│⌂ↄ ⌐ ∆↓≤⅜ ≤ ⅎ⁸

╩ ⌐ ≢ ∆↓≤⌐╟╡⁸ ⌂ ╩ √∆ ☻♃☺○╩ ≢⅝√⁹╕√⁸

⇔√ ─ ─ ⌂≥╙ ↕╣≡™╢⁹ 

 

ᵒ ─ ─  

ה ⌐ ─ⱪכꜟ◓ 8 ⅜№╡⁸PFI ─ ⌐╟∫≡⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ═⁸

5.2 10.3 ─ VFM ◖☻♩ ⅜ ↕╣√⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 PFI 事業の実施事例（概要）  （内閣府 http://www8.cao.go.jp/pfi/database.html） 
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事業のポイント 

 

 
 
 

ה ⌐⅔™≡⁸ 54 ╩ ⇔⁸ ⌐╟∫≡⁸ ⅛╠ ⌐

╙┤↕╦⇔ↄ ─ ™ ╩ ↄ ╘√╙─⁹ 

ה ↕╣√ ◖fi♁כ◦▪ⱶ ⅜ ╠

╩ ⌂™ ⁹ 

ה │ ─ ≢⁸

ⱱכꜟ♦▫fi◓☻

⅜ ⁹ 

ה │⁸ ⱱכⱶ ⱬⱠ♇☿☻♃▬ꜟ

◔▪ ≤☻ⱳכ♠◒ꜝⱩ ◖♫Ⱶ☻ⱳכ♠◒

ꜝⱩ ─ ₁─ ⌐ ╩

⁹ │ ⌐ ⁹ 

１５ 出石小学校跡地整備事業 岡山県岡山市 ／ 平成 19 年竣工 

 

土地に関する複数の所有・借地形態（導入する施設の整備・維持管理に対応）を組み合わせて、公

有地における複合施設整備を効果的に事業化するもの。 

（１）事業の目的 

ה ─ ⌐≤╙⌂℮ ╩ ⅜ ⁹ 

ה ה ╩ ↕∑╢≤≤╙⌐⁸ ─ ╦™╩

╘╢ ╩☻כⱪfi☻Ɑכ○⌐┘╠⌂ ⁹ 

ה │⁸ ◖Ⱶꜙ♬♥▫Ɫ►

☻ ⁸ ⱱכⱶ ⁸ ☻ⱳכ♠◒ꜝⱩ ⁸

⁸ ⁸ ⅝ ≢№╡⁸

ⱴfi◦ꜛfi╛ ↑ ≢№╢⁹ 
 
 

（２）基本データ 

所在地 岡山市北区幸町 岡山市人口 約 71 万人（Ｈ26.3.1 ） 

規模等 
敷地面積：約 13,500 ㎡ 

定期借地権設定区域：約 9,400 ㎡  借地権設定期間：54 年間（一般定期借地） 

事業費等 4,200 百万円／ 補助金 90 百万円（約 2.1 ％） 

施行者 
民間事業者 代表 両備ホールディングス㈱ 

      構成員 ㈱大林組、㈱コナミスポーツ＆ライフ、㈱ベネッセスタイルケア、広成建設㈱ 

主な導入機能等 高齢者福祉施設、健康増進施設、住宅 等 
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（３）事業スキーム 
 

＜定期借地権方式とした理由＞ 

ה ─ ⌂ ⁹ ≢ ∆╢ ⅜№╢⁹ 

ה ─ ╩ ╦∏⌐ ─ ╩ ⇔√ ⅜ ⌂ⅎ⁸⇔⅛╙ ה ╙№╢⁹ 

ה ≤⇔≡│⁸ ─ ╩ ∂≡⁸ ╩№╢ ─◖fi♩꜡⁹╢⅝≢⅜ꜟכ 

ה ≤⇔≡│ ╩ ⅎ≡ ⅜ ≤⌂╢⁹ 

ה ⁸ ⅜ ⌐ ↕╣√ ⌐│⁸∕─ ─ ⌐ ∂√ √⌂ ⅜ ≤⌂╢⁹ 

 

＜事業スキーム＞ 

ה  

ה ⱱכꜟ♦▫fi◓☻ֿפ⅜

≤ ╩ ⁹ 

ה ⅜ ⱱכꜟ

♦▫fi◓☻ֿפ≤ ╩ ⁹ 

β ─ │ 54 ⁹ 

β ⱱכꜟ♦▫fi◓☻ֿפ⅜

≤ ≤─ ⌐ ≤⇔≡

⁹ 

 

 

 

 

 

 

＜募集の概要＞ 

ה ≤⇔≡⁸ ה ה ⁸ ⁸ ╩ ⁹ ה ה

ⅎ ─ ⁸ ⁸ ה ─ ⁹∕╣ │ ⁸

─ ה ☻►Ⱶꜙ♬♥▫Ɫ◖ה ╩ ╘√⁹ 

ה ≤⇔≡│⁸ ⅜ ⌐ ∆╢ ≢ ╠⅜ ╩∆╢ ╩ ╘√⁹ 

ה ⌐ ⇔≡─ ≤⇔≡⁸ ⌂ ╡ ⅜ ⌂ ⌂ ה ─ ╛⁸ ∆

╢ ⌂≥≤─ ⌂ ┼─ ⁸╕√⁸ ה ┼─ ⁸ ─ ⁸↕╠⌐│⁸

⁸☻ⱳ⁸♠כ ⁸▪▬ⱪꜝ◙─ ⁸ ╩ ╘√ ─ ⌐ ⇔≡─ ⌂≥

⅜ →╠╣╢⁹ 

 

【資料】 暮らし・にぎわい再生事業事例集（国交省 http://www.mlit.go.jp/crd/index/kuranigi/）、月刊区画整理（Ｈ24.9

街づくり区画整理協会） 他 
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１６ アーバンヴィレッジ岩見沢 暮らし・にぎわい再生事業 北海道岩見沢市 ／ 平成 20 年竣工 

 

事業のポイント 

 

 
 
 

ה ╩ ⇔ ╩ ⁸ ╩

⁹ 

ה ╩ ™⁸ ─₈

⌂⅛ ⱨ□fi♪₉─ ⁸ ─ ╛

─ ⁸ ─ ⌐╟∫≡⁸ ─

╩ ⁹ 

ה ⁸ ☻♃☺○⁸꞉כ◒ⱪꜝ◙⌂≥ ─ ╩

╖ ╦∑√ ╩ ⁹ 

暮らし・にぎわい再生事業や街なか再生ファンド、地元企業の出資と地元金融機関の融資により資

金を調達し複合施設を整備。 

（１）事業の目的 

ה ⌐ ⇔≡™√ ⅜ ∆╢

┼ ⇔√√╘⁸ ╩ ╡

⇔ √⌂ ╩ ↕∑╢↓≤≢

─ ╩ ╢⁹ 

 

 

 
 

（２）基本データ 

所在地 北海道岩見沢市４条西３丁目番 岩見沢市人口 約 8.7 万人（Ｈ26.4. 30 ） 

規模等 敷地面積：約 3,000 ㎡ 延床面積：約 3,200 ㎡ 容積率：109 ％ 

事業費等 
7 60 百万円 ／ 補助金 2 20 百万円（約 29 ％）、融資 360 百万円（約 47 ％）、出資 80 百万円（約

11 ％） 

施行者 株式会社ＵＶ１（ＳＰＣ） 

主な導入機能等 地域交流施設（岩見沢市ワークプラザ）、賃貸住宅、研修室（多目的ホール） 

 

１階  ・公共施設（ワークプラザ） 

・芸術に特化した北海道教育大学岩見沢校の

大学生をターゲットとした音楽スタジオ 

２～６階 ・住居 
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（３）事業スキーム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 暮らし・にぎわい再生事業事例集（国交省 http://www.mlit.go.jp/crd/index/kuranigi/）、身の丈にあった再開発

事例集（都市再生機構） 
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事業のポイント 

 

 

 
 

ה ⅝ ⌐⅛⅛╢ ─ ╩ ™ ↑╢╟╡│⁸ ≡ ⅎ─ ╩ ⇔√ ⅜╟™≤─ ─

╙≤⁸ ╩ ↄ ⅎ ╩ ↕∑√⁹ 

ה ╠⅜ ≤⇔≡ ╩ ∆╢⌐│ꜞ☻◒⅜ ⅝™≤ ⇔⁸ ─ ╙ ⇔≡

☿◐☻▬Ɫ▬ⱶ ה ●☻ ⌐ ─ ╩ ⇔√⁹ │ ≡ ⅎ≢

─ ─╖ ⇔⁸ │ ≡♦ⱬ꜡♇Ɽכ⅜ ⇔√⁹ 

１７ 広小路二丁目地区優良建築物等整備事業 愛知県豊橋市 ／ 平成 17 年竣工 

 

（１）事業の目的 

ה ⱦꜟ│ ─ ⌐№╢ ⌐№╡⁸

⌐ ⌐╟╡ ↕╣√╙─⁹ 

ה ⅜כ◄▬♄⌐ ⇔⁸ │ √⌂♥♫fi♩

⌐ ∆╢⅜⁸ⱦꜟ─ ≤ ─ ≢♥♫fi♩

│ ╩ ╘⁸ ∞↑⅜ ⌐⌂∫√⁹ 

ה ⅝ ∫√ ⅜⁸ ─ ⅜ ⌂ ╩ ⇔√

⁸ ⌐╟╡ ⅎ╩

⁸ ⁸ ⁹ 

 
 

（２）基本データ 

所在地 愛知県豊橋市広小路 豊橋市人口 約 38 万人（Ｈ26. 5 .1 ） 

規模等 敷地面積：約 2,000 ㎡、延床面積：約 14,000 ㎡（容積率：約 700 ％） 

事業費等 3,474 百万円 

施行者 セキスイハイム東海(株)、中部ガス不動産(株) 

主な導入機能等 住宅、商業施設 等 

 

防災建築街区造成事業のビルを優良建築物等整備事業で建替えた事例。核テナントの撤退に伴う空

き床を事業成立可能な資産評価へと圧縮するとともに、商業から住宅主体へと用途を変更した。 

施行地区 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業スキーム 

ה ⱦꜟ│ ─ ≢ ה ╩ ⁸ ≡ⱦꜟ⌐♄▬◄כ⅜ ♥♫fi♩≤⇔≡ ⅛╠

⌐ ⁸ │ ≢ ╩ ⇔≡™√⁹ 

ה ⱦꜟ─ │ ≢ ⅜ ╩ ⁸ │ ─ ≤⇔⁸

⅜ ─╖ ⁹ ─ ⌐ ∫√ ≤⇔⁸ ─ ꜞ☻◒╩ ╠⇔≡™╢⁹

│ ⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活用した制度・手法 ＞ 

♃▬ⱪ  

ה │ ⌐╟╡ ⌐ ↕╣≡™√↓≤≤⁸ ─ ⅝⌐ ╩ ∆

╢ ≢│ ─☻Ⱨכ♪⌐∕←╦⌂™≤ ⇔⁸ ╩ ⁹ 

ה ─╖─ ≡ ⅎ≤⇔√√╘ ╡ ↑ ╩ ∆╢↓≤≢ ╩

≤⇔⌂™ ♃▬ⱪ╩ ⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 再開発ビルの再整備事例集（再開発協会 http://www.uraja.or.jp/special/news/110704/doc/jireishu.pdf）、（一財）地域

活性化センター資料 （http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/1_all/jirei/2007_tosikinou/honpen/40jirei_15.html） 
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事業のポイント 

 

 
 
 
 
 

 

１８ 桑名駅東第一地区優良建築物等整備事業 三重県桑名市 ／ 平成 18 年竣工 

 

（１）事業の目的 

ה ─ ⱦꜟ│⁸ ╩ ( )⅜ ה ⇔⁸ ♥♫fi♩≤⇔≡☺ꜗ☻◖⅜

⇔≡™√ ≢№╡⁸ │ 100 ╩ ⅎ╢ ╩ ⇔≡™√⅜⁸ⱣⱩꜟ ╛

─ ╩ ↑ ⌐ ╡ ⌐ ⅜ ⌐╟╢ ⁹ 14 ─

⌐ ™ ╩ ⁹☺ꜗ☻◖╙ ⇔⁸ ⌐│ ⁹ 

ה ⱦꜟ│⁸ ≤ ╩≈⌂← כꜟ☻☿◒▪⌂

♩╩ ∫≡™√√╘⁸ │ ≤⇔≡

─ ⅜ ⌐ ⁹ ⁸ ≤ⱦ

ꜟ─ ⌐ ╡ ╗↓≤≤⌂∫√⁹ 

 
 
 

（２）基本データ 

所在地 
三重県桑名市桑栄町 

（名古屋から急行で 20 分） 
桑名市人口 約 14 万人（Ｈ26.4 末） 

規模等 敷地面積：約 4,000 ㎡、延床面積：約 26,000 ㎡（容積率：約 650 ％） 

事業費等 559 百万円 

施行者 三交不動産(株) 

主な導入機能等 住宅、駐車場、商業施設 等 

 

市街地再開発ビルを優良建築物等整備事業で建替えた事例。床所有していた会社の倒産、キーテナ

ントの撤退による全館閉鎖という２つの課題を抱えるなかで、官民が協働して再開発ビルの再生（債

務処理＋建替え）を実施。 

施行地区 

桑名駅 
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（３）事業スキーム 
 

ה ╩ ─☼כ♬⁸╘√╢╘ ™ ┼≤  ќ ה ⇔⁸

─ ╩ ┼ ∑⁹ 

ה ─ ≤ ◦ꜛ♇Ⱨfi◓◦♥▫Ɽꜟ ╩ ⇔≡™╢

⁸ ⁸ ─ ≢ ⇔√ ⁸ ⌐╟╡ ╩ ⁹ 

ᵑ │ ╩  

ᵒ ⅜ ─ ⱦꜟ╩  

ᵓ │∕─ ─ ─ ╩ ≤⇔≡  

ᵔ ⅜ ≤⌂╡ ⱦꜟ╩ ⅎ 

ᵕ ╩ ∆╢ │ ╩ ⇔≡ ╩  

ה ─ ─ │⁸₈ ╕∟≠ↄ╡ ₉⅜ ╩ ≤⇔≡ ≤

─ ╩ ∫≡™╢⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活用した制度・手法 ＞ 

ה ─ꜟכꜙ☺◔☻ ⅛╠⁸ ♃▬ⱪ ╩ ⁹ 

ה ╩ ─ ⌐ ⁹ 

 

 

【資料】 再開発ビルの再整備事例集（再開発協会 http://www.uraja.or.jp/special/news/110704/doc/jireishu.pdf）、全国青

年市長会資料（http://www.pear.ne.jp/~seinen/tokusyoku/sesaku16/kuwana2.htm）、（一財）地域活性化センター資

料 （http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/1_all/jirei/2007_tosikinou/honpen/40jirei_03.html） 
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事業のポイント 

 

 
 
 
 

ה ⌐⅔™≡ ╛ ─ ╩

⌐╟╡ ⇔≈≈⁸

⌐╟∫≡ ╩ ⁹ 

ה ─ ╩ ╗╟℮⌂ ≤⇔≡⅔╡⁸

─♥♫fi♩⅜ ⇔≡™╢⁹ 

 

１９ 七日町第 4 ブロック北地区市街地再開発事業 山形県山形市 ／ 平成 16 年竣工 

 

（１）事業の目的 

ה │ ─ ╩⌂∆ ≢№

╢╙──⁸ │ ה ⅜ ∫≡™√⁹ 

⁸≢↓⧵ה ╩ ⇔≈≈⁸▬ⱬfi♩ ⌐ ≢⅝╢

≤ ─ ╩ ⌐ ⌂™⁸ ≢ ╦

™─№╢ ╩ ∆╢⁹ 

 

 

 
 
 

（２）基本データ 

所在地 山形県山形市七日町二丁目 山形市人口 約 25 万人（Ｈ26.3.1 ） 

規模等 敷地面積：1,500 ㎡、延床面積：約 3,900 ㎡（容積率約 251 ％（指定容積 600 ％）） 

事業費等 587 百万円／ 補助金 85 百万円（約 15 ％）  ※ 市街地再開発事業にかかるもののみ 

施行者 個人施行者 

主な導入機能等 商業施設 等 

 

土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行により、周辺の街並みに配慮し、かつ、身の丈

に合った低層の商業施設を整備。 

（再開発・区画整理） 
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（３）事業スキーム 
 

ה ─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸

╛◖Ⱶꜙ♬♥▫ ─ ╩ ⁹ 

ה ⌐╟╡ ╩ ⇔⁸ │ ─ ⅜ ⁹ 

ה ─ │⁸ ≢ ╦╣√ ⅔╟┘ ─ ╩ ⌐ ⁹ 

ה ≢│⁸ ⅝ ╩ ⌐ ⇔⁸ ⅜ ╠ │ ⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 身の丈にあった再開発事例集（都市再生機構） 

1559  
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２０ 小諸宿周辺地区 地方都市リノベーション事業 長野県小諸市 ／ 平成 29 年竣工（予定） 

 

事業のポイント 

 

 
 
 

ה ─ ⌐₈ ₉╩ ⇔⁸ ⌐⁸ ה ▫♥♬ꜙⱵ◖ה

☻Ɑה☻כ ⌂≥╩ ≤⇔√ ⌂ ╩ ∆╢╙─⁹ 

ה ─ ⌐ ⇔≡│⁸

≤⇔≡ ─ ╛ ⌂ ─

─ ╩ ™⁸ ╩ ⅛⇔⁸ ─ ה

─ ≤⌂╢ ╩ ⇔⁸ ⌂

─ ╩ ╢⁹ 

⁸⌐╠↕ה ╩ ⇔⁸ ⅜ ↕╣⁸ ⌂⅛

≢─ ─ ╩ ╡⁸ ™≡ ⇔╘╢

─ ╩ ╢⁹ 

 

 

№™⅔™  

 
 

  

  

ה   

 
 

 
 

（１）事業の目的 

ה ⇔√ ─ ╩ ≤⇔≡⁸

─ ╩ ─ ≤⇔

≡ ⁹ ה ≥☻ⱦכ◘ ╩

⇔⁸ ╦∑≡ ─ ⌐╟╡ ─

⇔⁸ ─◖fiⱤ◒♩ ╩ ╢╙─⁹ 

⁸√╕ה ⌐≈™≡│⁸ ┼─ ╩

╡⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ╕∟≠ↄ╡⌐

╙ ∆╢ ─ ╩ ╢╙─⁹ 
 

（２）基本データ 

所在地 長野県小諸市与良町 小諸市人口 約 1.8 万人（Ｈ26.3.1 ） 

規模等 

施設 市役所新庁舎 4 階建 延床面積 7,200 ㎡ 

   図書館・ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ 2 階建 延床面積 3,900 ㎡ 

   小諸厚生総合病院 地上６階地下 1 階 延床面積 23,000 ㎡ 

診療科目 27   病床数 255 床 

事業費等 
新市庁舎、図書館、駐車場等 約 65 億円 

小諸厚生病院 約 87 億円 / 補助金 約 14 億円（地方都市リノベーション事業） 

施行者 小諸市、小諸厚生病院 

主な導入機能等 市庁舎、図書館、病院、駐車場 

 

地方都市リノベーション事業の活用および連鎖的な移転や合築等により、公的不動産を利活用しつ

つ、都市機能の集約、再整備を図ろうとするもの。 

（任意事業（公有地・民有地）） 
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（３）事業スキーム 

ה ⌐≈™≡│⁸ ─ ≢│ ⌂ ╩ ⅎ╢☻Ɑכ☻╩ ≢⅝⌂™√╘⌐⁸

18 ⌐ ┼─ ⅜ ∟ ⅜∫√↓≤⌂≥⅛╠⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ─ ⅜

╣≡™√⁹ ≢⁸ 39 ⌐ ↕╣√ ─ ⅜ ⇔⅛∫√⁹ ╛Ᵽꜞ▪ⱨꜞ

כ ⅜ ╘╠╣≡™√⁹ 

ה ⌐⅔™≡│⁸ 25 3 ⌐⁸ ⅜ 45 ⌐ →↕╣╢₈ ╕∟≠ↄ╡ ₉⁸⅔╟

┘⁸ 50 ─ →⅜ ╠╣╢₈ ꜞⱡⱬכ◦ꜛfi ₉⅜ ↕╣⁸

╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟∫≡⁸ ─ ╩ ⇔≈≈⁸ ╛

╩ ⇔⁸№╦∑≡ ╛ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

⁸⅔⌂ה 25 5 ⁸ ─ ┘ │⁸ ≤

≢ ≢№╡ ⇔≡™⌂™⁹ 

ה 24 11 ⌐ ↕╣√ ⌐⅔™≡⁸ ─ │⁸╕∟≠ↄ╡⌐ ∆

╢↓≤╩ ≤⇔≡⁸ ≤ │ ∆╢↓≤≤⇔≡™╢⁹

╟╡⁸ ─ ╩ ⇔√ ⌂ ☿fi♃כ─ ⅜№╢⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）小諸厚生総合病院の移転新築及び運営等に関する基本協定書（抜粋） 

ה │⁸ ⅜ ≤∆╢ ╩ ⌐╦√∫≡ ∆╢√╘⌐ ⇔⁸

─ ≤⇔≡─ ┘ ╩ ≤ │ ⇔≡30

∆╢↓≤╩╘↨∆⁹ 

ה ∫≡™╢ ─ ≤

⇔√24 365 ─

╩ ∆╢╙─≤⇔⁸ │

250 ≤∆╢⁹ 

ה ─ │⁸

45 ╒⅛─

≤⇔⁸ ╩ ∆

╢╙─≤∆╢⁹ 

ה ─ ╩ ⇔

≡⁸ ≢ ⌂╕∟≠ↄ╡≤⁸◖

fiⱤ◒♩◦♥▫─ ⅎ ⌐╟╢╕∟

≠ↄ╡⌐ ∆╢⁹ 

 

【資料】 都市再生整備計画、国交省資料、小諸市資料 他 
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